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日時：平成２３年３月２９日（火）午後２時 

会場：栃木市栃木保健福祉センター ２階大会議室
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様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   総務部 消防交通分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

市町水防計画に

関すること 14 

１７３ 

水防法第 32 条に基づく水防計画を定め、区域内の水防に

当たる。 
水防法第 32 条に基づく水防計画を定め、区域内の水

防に当たる。 
計画に差異があるた

め、合併後に再編する。 

事務事業名 現         況 

栃木市 № 
事務事業番号 

栃木地域 大平地域 藤岡地域 都賀地域 西方町 
調整内容 

防犯灯の設置及

び管理に関する

こと 

【設置】 

・自治会からの申請に基づき、現地調査ののち、設置の可否を決定し、市が設置する。 

（移設、撤去も含む。） 

 

【設置】 

・自治会からの申請に基

づき、現地調査ののち、

設置の可否を決定し、町

が設置する。（移設、撤

去も含む。） 

現行のとおりとする。 

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持

管理は自治会が行う。

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持

管理は自治会が行う。

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持

管理は市が行う。 

 

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持

管理は自治会が行う。

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持

管理は自治会が行い、

費用は町が支払う。 

 

防犯灯の維持管理につ

いては、市町により差異が

あるため、合併時は現行の

とおりとし、合併後１年を

目途に再編する。 

 

19 

１１５ 
【電気料金】 

・電気料金は自治会が 

 負担 

・市が申請により補助 

１灯 １／２を限度 

【電気料金】 

・電気料金は自治会が 

 負担 

・市が申請により補助 

自治会管理分 

１灯 1,500 円 

【電気料金】 

・電気料金は市が負担 

 

 

【電気料金】 

・電気料金は自治会が 

負担 

・市が申請により補助 

 自治会管理分 

  １灯 1,500 円 

  通学路分 

   １灯 2,200 円 

 

【電気料金】 

・電気料金は町が負担 

 

防犯灯の電気料金につい

ては、市町により差異があ

るため、合併時は現行のと

おりとし、合併後１年を目

途に再編する。 

 

 



 

 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   住民部会 住民分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

市民無料法律相

談に関すること 

４ 

６ 

【弁護士相談概要】 

・開催日時 

毎月第 2･4 金曜日 

10:00～12:00 

・開催場所 

市役所 

・定員 約 10 人/日 

・受付 

事前予約制 

※総合相談の一相談項目として実施。弁護士 1名。 

 

【２１年度実績】 

・弁護士相談→222 件（旧栃木市 172 件、旧大平町 17 件、

旧藤岡町 33 件） 

 

本庁において毎月２回（第２・４金曜日）、大平総合支

所において奇数月第３木曜日（隣保館事業）、藤岡総合支

所において偶数月第３火曜日に実施する。 

 

 

該当なし 栃木市の例により合併

時に統合する。 

一般相談に関す

ること 

５ 

７ 

【場所】 

市役所１階市民相談室及び総合相談会場 

 

【相談内容】 

様々な民事、家事相談などについて、市民相談員及び職員

が市役所の開庁時に随時応じる。 

【２１年度実績】 

1,334 件 

 

 

 

該当なし 栃木市の例により合併

時に統合する。 



 

 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   住民部会 住民分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

総合相談に関す

ること 

６ 

８ 

【総合相談概要】 

・開催日時 

毎月第 2･４金曜日 

10:00～12:00 

・開催場所 

市役所 

・受付 

弁護士相談のみ事前予約制 

・相談項目 

弁護士相談、市民相談、行政相談、人権相談、家庭児童相談、

青少年相談、移動県民相談 

【２１年度実績】 

203 件 

本庁において、毎月２回実施する。 

大平総合支所において隣保館の生活困りごと相談を実施す

る。 

都賀総合支所において、合同相談（心配・困りごと・人権・

行政）を実施する。 

 各総合支所において実施する社会福祉協議会の困りごと相

談と連携する。 

 

【相談概要】 

人権・心配ごと・行政相談 

日時：毎月 18 日 

13:00～15:00 

場所：保健センター 

受付：当日 

相談員：民生委員・人権擁護委員・行政相談委員 

合併時に再編する。 

住民活動保険に

関すること 

８ 

９４ 

市内に活動の拠点を置く住民団体等が行う住民活動中の事

故について、住民活動保険をもってこれを補償する。 

賠償責任 

身体賠償 限度額 1名 1億円又は 1事故 3億円 

財物賠償 限度額 1事故 300 万円 

保管物賠償限度額 1事故 300 万円 

災害等補償（傷害） 

 死亡   500 万円 

 後遺障害 15 万円～500 万円 

 入院   1 日につき 3,000 円 

 通院   1 日につき 2,000 円 

 

該当なし 栃木市の例により合併

時に統合する。 



 

 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   住民部会 住民分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

自動交付機に関

すること 
18 

９３ 

印鑑登録証明書及び住民票の写しの交付について、自動交

付機を設置することにより、市民サービスの向上及び窓口

業務の効率化を図る。 

 

栃木市役所本庁及び大平総合支所に設置している。 

 

該当なし 栃木市の例により合併

時に統合する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   福祉部会 高齢福祉分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

配食サービス事
業に関すること 

４ 

１１ 

 日常生活に支障があるひとり暮らし高齢者等に、栄養の
バランスのとれた食事を配食する。 
配食と同時に利用者の安否確認も行う。 
【対象者】・６５歳以上の独り暮らしの高齢者 

・高齢者のみの世帯に属する者 
・障害者等でこれらに準じる世帯に属する者 
上記の者のうち食材の確保及び調理が困難な者に

限る。 
【利用回数】月～金の毎昼食の希望する日 
【利用者負担】１食につき３００円 
【委託料】平成２２年度予算額 栃木２５,９２０千円 
               大平  ３,３６３千円 
               藤岡１０,０２３千円 
               都賀  １,９４７千円  
【委託先】市内業者（業務可能な区域） 
 

日常生活に支障があるひとり暮らし高齢者等に、栄
養のバランスのとれた食事を定期的に配食する。 
 
【対象者】おおむね６５歳以上の高齢者のみの世帯等

の方で、調理が困難な方 
 
 
 
【利用回数】週３回（月・水・金） 
【利用者負担】１食につき３００円 
【委託料】平成２２年度予算額１,２２０千円 
 
 
 
【委託先】西方町社会福祉協議会 

合併時は現行のとおり
とし、平成２４年３月
までに再編する。 

紙おむつ交付事
業に関すること 

５ 

１５ 

 寝たきり等の 65 歳以上の在宅で介護している家族に対
し、紙おむつの購入費の一部を助成する。 
 
【対象者】要介護３以上のものでおむつ等を必要とする者
     ※２号被保険者も含む 
    ※特に必要と認める者について配慮する。 

【支給額】現金(現況を確認し口座振込み) 
  月額 ３,５００円 
 

 在宅の寝たきり高齢者等に紙おむつ等給付事業と
して、年間３万円のおむつ券を給付する。町内 2か所
の薬局で使用可能 
【対象者】①寝たきり高齢者 

②認知症高齢者 
     ③重度心身障害児(者) 
【基準日】２月１日、６月１日、１０月１日  
【支給額】１０,０００円分を年３回交付 

合併時は現行のとおり
とし、栃木市の例によ
り平成２４年３月まで
に統合する。 

在宅ねたきり老
人等介護手当支
給事業に関する
こと ６ 

３６ 

 在宅のねたきり老人又は認知症である老人を常時介護し
ている者に対し、介護手当を支給する 
【対象者】要介護３以上の老人等を在宅で介護している同
居者 
     ※２号被保険者も含む 
【支給額】現金（現況を確認し口座振込み） 
     月額 ３,０００円 年２回支給 
 

平成１６年度廃止 栃木市の例により合併
時に統合する。 

 



 

 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   福祉部会 児童福祉分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

認定こども園に

関すること 

８ 

１４７ 

― 公立の幼稚園と公立の保育園により構成された幼

保連携型の認定こども園。 

・認定西方なかよしこども園 

 保育園（長時間利用児） 定員 90 名 

 幼稚園（短期間利用児） 定員 140 名 

西方町の例により合併

時に統合する。 

 
 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   福祉部会 保健分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

初期救急医療施

設の運営業務に

関すること 

１ 

１１ 

○栃木地区急患センター 

【指定管理者】 

 栃木市医師会 

（１市２町（岩舟町、壬生町を含む）の代表として栃

木市が契約） 

   平成２１年度～平成２３年度（公募外選定） 

【委託業務内容】 

  休日 

午前９時～午後９時（内科、外科） 

  平日夜間 

午後７時～午後１０時（内科） 

【場所】栃木地区急患センター（下都賀郡市医師会病院 隣

り） 

 

○休日夜間急患診療所事業として鹿沼市に委託 

 

 

 

 

 

【委託業務内容】 

  休日 

午前１０時～午後５時（内科、小児科） 

  夜間（月・水・金） 

午後７時～午後１０時（内科、小児科） 

【場所】休日夜間急患診療所（鹿沼市市民センター内）

合併時は現行のとおり

とし、合併後に調整す

る。 

 



 

 

様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）   福祉部会 保健分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

休日急患歯科診

療所事業に関す

ること 
２ 

２３７ 

該当なし 

 

○鹿沼市に委託 

【委託業務内容】 

休日の歯科診療（午前１０時～午後５時） 

【場所】 

休日急患歯科診療所（鹿沼市市民センター内） 

合併時は現行のとおり

とし、合併後に調整す

る。 

救急業務推進事

業（休日外科当番

医）に関すること
３ 

２３７ 

該当なし 

 

＊急患センターで対応 

     休日 午前９時～午後９時 

○鹿沼市に委託 

【委託業務内容】 

外科在宅当番医 

休日 午前９時～午後５時 

合併時は現行のとおり

とし、合併後に調整す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

様式２               栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）     産業振興部会 農林分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

道の駅に関する

こと 

２ 

２１４ 

○道の駅みかも 

【施設の概要】 
・拠点施設「産地形成促進施設」 

木造 地上１階建、 
（延べ床面積 935.01 ㎡、建築面積 1,281.37 ㎡） 
①農産物直売室   166.9 ㎡ 
②物産館       58.3 ㎡ 
③農産物加工販売室  83.4 ㎡ 
（菓子加工室、アイスクリーム加工室、販売室）

④地域食材供給室  271.3 ㎡（72 席） 
・道路休憩施設（国交省整備） 

   鉄筋コンクリート造 地上１階建 
（延べ床面積 230.13 ㎡、建築面積 415.84 ㎡） 
①トイレ 男性用 12、女性用 12、多目的 1 
②情報発信施設 
  大型ディスプレイ 2台、情報端末機 1台 

・駐車場（国交省、市整備） 
①小型車 83 台 
②大型車 39 台 
③身障者  3 台    計 125 台 

・みかも亭(休憩施設・市整備) 

木造 地上１階建 

（延べ床面積 112.62 ㎡、建築面積 137.76 ㎡） 

①休憩室１ 82.81 ㎡(RC 床) 

②休憩室２ 29.81 ㎡(18 畳和室) 
・修景、外構   イベント広場、調整池 

○道の駅にしかた 

【施設の概要】 
・拠点施設 
「産地形成促進施設(農産物直売所)」 

木造 地上１階建 
（延べ床面積280.00㎡、建築面積292.00㎡）

「地域食材供給施設(農村レストラン)」 
木造 地上１階建 
（延べ床面積394.75㎡、建築面積416.75㎡）

「交流物産館」(H22.11.20～) 
木造 地上１階建 
（延べ床面積150.75㎡、建築面積150.75㎡）

「物産館」(～H22.11.19) 
木造 地上１階建 
（延べ床面積 65.36 ㎡、建築面積 54.61 ㎡）

「休憩施設」 
 木造 地上１階建 
（延べ床面積 64.80 ㎡、建築面積 72.00 ㎡）

・道路休憩施設 

  「トイレ」 男性用 12、女性用 10、多目的 2 

鉄骨造 地上１階建 

（延べ床面積142.12㎡、建築面積209.95㎡）

・駐車場（栃木県、町整備） 

①小型車 116 台(県：58、町：58) 

②大型車  17 台 

③身障者   2 台    計 117 台 

・修景、外構   多目的広場、調整池 

独自の施設であるた

め、現行のとおりとす

る。 

 
 
 



 

 

様式２               栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）     産業振興部会 農林分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

道の駅に関する

こと 

２ 

２１４ 

【開館時間】 

・農産物直売所 万葉の里  9:00～18:00 

・物産館 こならの里    9:00～21:00 

・農産物加工販売 かあさんの台所   9:00～18:00 

・地域食材供給室 レストランしもつけ 10:00～19:00 

 

 

 

 

【休館日】 

・火曜日（祝日の場合は翌日）、１月１日 

※物産館 こならの里と地域食材供給室 レストラン

しもつけは、火曜日も営業 

 

【組 織】 

・管理事務所 市職員２名、ＪＡ派遣１名 

 

 

【開館時間】 

・農産物直売所 ふれあいの郷 

9:00～17:00（3 月～11 月） 

9:00～16:00（12 月～2月） 

・物産館 さくら   10:00～17:00（3 月～11 月） 

10:00～16:00（12 月～2月） 

・農村レストラン ふるさと一番  10:00～16:00 

 

 

【休館日】 

 ・毎週火曜日、１月１日～３日 

 

 

【組 織】 

・駅長  町長 

・管理事務所 所長１名（町職員） 

町職員３名（主幹１、副主幹１、嘱託１）

 

 

 

 
 
 
 



 

 

様式２               栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）     産業振興部会 農林分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

道の駅に関する

こと 

２ 

２１４ 

【運営状況】 

・運営者 

市が施設管理を行っており、各施設（売り場）から施設使

用料を売上の３％徴収している。 

 

施 設 名 運営主体 概 要 備 考 

農産物直売所 

万葉の里 

ＪＡ 

しもつけ 

登録農家が生

産した野菜等

の販売 

生産者からは

17.5％徴収 

物産館 

こならの里 

道の駅み

かも物産

販売組合 

地元の商工

品、土産品等

の販売 

出品者からは

20～30％徴収

農産物加工室 

かあさんの台所 

農村生活

研究グル

ープの有

志者 

加工室にて製

造した菓子、

アイスクリー

ム等の販売 

まんじゅう、

そばクッキ

ー、ジェラー

トなど 

地域食材供給室 

レストラン 

しもつけ 

ＪＡ 

しもつけ 

地元の野菜等

を取り入れた

食事の提供 

町内産の粉で

製造した 

そば、うどん 

【運営状況】 

・運営者  西方町（直営） 

 

 

施 設 名 運営主体 概 要 備 考 

管理事務所 西方町 各施設の運営管

理・経営、会計事

務 

 

農産物直売所 西方町 登録農家が生産

した野菜等の販

売 

町手数料条

例に基づき

生産者から

使用料を徴

収 (下記の

表の通り) 

農村レストラ

ン 

西方町 地域食材を使

用したメニュ

ーの提供、ジェ

ラートは建物

内にある加工

室にて製造し

提供 

 

交流物産館 商工会 

(Ｈ23まで

委託予定)

地元の商工品、土

産品等の販売 

町手数料条

例に基づき

出品者から

使用料を徴

収 (下記の

表の通り)  

 

 



 

 

様式２               栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）     産業振興部会 農林分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

道の駅に関する

こと 

 

２ 

２１４ 

・売上計画            （単位：千円） 

施 設 名 計画（H18） 計画（H20） 

農産物直売所 96,000 120,000 

物産館 24,960 31,200 

農産物加工販売室 24,000 30,000 

地域食材供給室 56,000 70,000 

計 200,960 251,200 

 

○施設使用料(道の駅みかも条例第 9条関係) 

施設区分 使用料 

農産物直売室 毎月売上金額の3％相当額 

農産物加工・販売室 毎月売上金額の3％相当額 

地域食材供給室 毎月売上金額の3％相当額 

物産館 毎月売上金額の3％相当額 

その他の施設 
毎月売上金額の3％相当額 

又は5,000円のいずれか高い額 

備考 施設の光熱水費等は、利用者が負担する。 

 

・売上計画            （単位：千円） 

施 設 名 計画（H20） 計画（H ） 

農産物直売所 194,400 200,000 

農村レストラン 77,760 80,000 

交流物産館 25,920 50,000 

計 298,080 330,000 

 

 

○町使用料及び手数料条例 

施設区分 販売品目 会員区分 加入金 使用料 

１号会員 10,000円
販売額の

15% 

２号会員 10,000円
販売額の

16% 

農産物･ 

農産物加

工品等 

３号会員 10,000円
販売額の

20% 

農産物直

売所、 

農村レス

トラン、

交流物産

館 

その他 

１～３号

会員 
10,000円

販売額の

40% 以 内

で町長が

別に定め

る。 

その他の

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １㎡につ

き日額 

1，000 円

町が指定

した区画

1 区画に

つき日額

5，000 円 

 

 



 

 

様式２               栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）     産業振興部会 農林分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

道の駅に関する

こと 
２ 

２１４ 

 

 

 

 

 

 

(1)１号会員：町内に住所を有する者 

(2)２号会員：上都賀農業協同組合員及び栃木市に住所を

有する者 

(3)３号会員：１号及び２号会員以外の者で町長の承認を

得た者 

 

 

 
様式２               栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＢ）     教育部会 学校教育分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

教育委員会に関

すること 

１ 

１ 

教育委員会の事務を行う。 

 

教育委員  ５名 

報酬（年額） 

委員長 704,400 円 

委員  531,600 円 

 

教育委員会の事務を行う。 

 

教育委員  ５名 

報酬（年額） 

委員長 136,000 円 

委員  108,000 円 

協定項目１１特

別職の身分の取

扱いの協議結果

に基づき、合併

時に再編する。 

 

学校建設及び学
校施設の耐震化
に関すること 

８ 

２７ 

快適な教育環境を確保するため、学校施設整備を行う。ま

た、児童生徒の安全確保、地域住民の避難場所として耐震

化を図る。 

快適な教育環境を確保するため、学校施設整備を行う。また、

児童生徒の安全確保、地域住民の避難場所として耐震化を図

る。 

栃木市及び西方

町で計画又は実

施している事業

については、現

行のとおり新市

において継続す

る。 

 



様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＣ）     企画財政部会 企画分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木地域 大平地域 藤岡地域 都賀地域 西方町 
調整内容 

まちづくり支援に

関すること 

44 

１０６ 

各地区の地域づく

りのため、各まちづ

くり協議会（皆川・

吹上・寺尾・国府）

等と協働してまち

づくりの支援を行

っていく。 

 

 

おおひらコンシェ

ルジュ制度やまち

の駅ネットワーク

おおひら等の活動

に対して、支援を実

施する。 

まちづくり委員会

の自立的活動に対

して支援を行って

いく。 

大柿十文字西地区

土地利用研究会が

組織され、支援を行

っていく。 

協働のまちづくり

支援事業を実施し、

住民が主体的に取

り組む地域づくり

活動の支援を行っ

ていく。 

まちづくり団体等の意向

を踏まえ、従来の実績を

尊重しつつ、合併後、平

成２６年度までに調整す

る。 

 
 
様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＣ）     総務部会 消防交通分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

交通安全協会に関
すること 

30 

９６ 

交通事故防止を推進し、交通安全の確保を図るとと

もに、関係団体の育成及び各支部への指導・助言を行

う。 

栃木地区交通安全協会各支部（栃木、大宮、国府、

皆川、吹上、寺尾、大平、藤岡、都賀） 

 

 

交通事故防止を推進し、交通安全の確保を図ると

ともに、関係団体の育成及び支部への指導・助言を

行う。 

※鹿沼地区・西方支部 

交通安全協会に関する事

務に差異があるため、合

併後に再編する。 

防犯協会に関する

こと 
40 

１１４ 

 栃木地区防犯協会の各種事業への参加 

 栃木地区防犯協会の事務局 

 

 

鹿沼地区防犯協会の各種事業への参加 

 

防犯協会に関する事務に

差異があるため、合併後

に再編する。 

 
 



様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＣ）     福祉部会 保健分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 西方町 

調整内容 

小児救急医療に関

すること 

４ 

１４ 

日曜日の夜間、初期小児救急医療を受けられるよ

う、診療を行う。１市１町（栃木市、岩舟町）で実施。

栃木市が契約。 

【診療時間】 日曜日 午後７時～午後９時 

【場  所】 とちの木病院（委託契約） 

【執務医師】 栃木市内小児科医の輪番 

 

 

 

休日夜間急患診療所事業（内科、小児科）で対応

 

【診療時間等】 

・休日 午前 10 時～午後 5時（内科、小児科）

・夜間（月・水・金） 

午後 7時～午後 10 時（内科、小児科）

合併時は現行のとおりと

し、合併後に調整する。 

 
 
 
様式２                  栃木市・西方町合併協議会への報告（ランクＣ）     教育部会 学校教育分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 西方町 
調整内容 

教科書採択事務に

関すること 

41 

８１ 

県教委の教科用図書選定委員会の審議結果をもとに

作成された選定資料をもとに行う市教委の採択の事

務手続きを行う。 

新市の教科書採択事務は、本庁学校教育課の所管と

し、適正な教科書採択事務を進めるため、教科書選定

委員会を設置する。 

〔委員構成〕 

・教育委員   ２人 ・小中学校長 ２人 

・ＰＴＡ代表者 ２人 ・学識経験者 １人  

 計７人 

県教委の教科用図書選定委員会の審議結果をもと

に作成された選定資料のもと、上都賀地区教科用図

書採択協議会が採択を行う。 

栃木市の例により、合併

後（平成 24 年 4 月まで）

に統合する。 

 


